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【ＦＩ】
   Ａ０１Ｎ  25/04    １０２　
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   Ａ０１Ｎ  43/40    １０１Ｊ
   Ａ０１Ｎ  43/653   　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月22日(2011.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）水難溶性の農薬の有効成分化合物、（ｂ）オルガノシリコーン系界面活性剤、（ｃ
）粘度軽減剤、（ｄ）消泡剤、（ｅ）pH調整剤及び（ｆ）分散剤から成ることを特徴とす
る農薬水性懸濁剤組成物。
【請求項２】
（ａ）水難溶性の農薬の有効成分化合物と、（ｂ）オルガノシリコーン系界面活性剤の配
合比が、重量比で1：5000～100：1であることを特徴とする請求項１に記載の農薬水性懸
濁剤組成物。
【請求項３】
水難溶性の農薬の有効成分化合物が、水難溶性の殺菌剤の有効成分化合物である請求項１
又は２に記載の農薬水性懸濁剤組成物。
【請求項４】
水難溶性の殺菌剤の有効成分化合物が、シアゾファミドである請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
（ｃ）粘度軽減剤が、２価アルコール及び／又はポリオキシエチレンスチリルフェニルエ
ーテル系陰イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載
の組成物。
【請求項６】
（ｃ）粘度軽減剤が、２価アルコール及びポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル
系陰イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
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２価アルコールがプロピレングリコールであり、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエ
ーテル系陰イオン界面活性剤がポリオキシエチレントリスチリルフェニルエーテルリン酸
エステルカリウム塩であることを特徴とする請求項５又は６に記載の組成物。
【請求項８】
（ｄ）消泡剤の有効成分がポリジメチルシロキサンであることを特徴とする請求項１～７
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
（ｅ）pH調整剤により、組成物のpHを６～８に調製し、（ｂ）オルガノシリコーン系界面
活性剤を安定化させることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
（ａ）水難溶性の農薬の有効成分化合物、（ｂ）オルガノシリコーン系界面活性剤、（ｄ
）消泡剤、（ｅ）pH調整剤及び（ｆ）分散剤から成る農薬水性懸濁剤組成物の粘度を、（
ｃ）粘度軽減剤を用いて軽減する方法。
【請求項１１】
（ｃ）粘度軽減剤が、２価アルコール及び／又はポリオキシエチレンスチリルフェニルエ
ーテル系陰イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
（ｃ）粘度軽減剤が、２価アルコール及びポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル
系陰イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
２価アルコールがプロピレングリコールであり、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエ
ーテル系陰イオン界面活性剤がポリオキシエチレントリスチリルフェニルエーテルリン酸
エステルカリウム塩であることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
水難溶性の農薬の有効成分化合物が、水難溶性の殺菌剤の有効成分化合物である請求項１
０～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
水難溶性の殺菌剤の有効成分化合物が、シアゾファミドである請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
（ａ）水難溶性の農薬の有効成分化合物、（ｂ）オルガノシリコーン系界面活性剤、（ｃ
）粘度軽減剤、（ｅ）pH調整剤及び（ｆ）分散剤から成る農薬水性懸濁剤組成物の水希釈
時の起泡性を、（ｄ）消泡剤を用いて軽減する方法。
【請求項１７】
（ｄ）消泡剤の有効成分がポリジメチルシロキサンであることを特徴とする請求項１６の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
（ｃ）粘度軽減剤が、２価アルコール及び／又はポリオキシエチレンスチリルフェニルエ
ーテル系陰イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項１６又は１７に記載の方法。
【請求項１９】
（ｃ）粘度軽減剤が、２価アルコール及びポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル
系陰イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
２価アルコールがプロピレングリコールであり、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエ
ーテル系陰イオン界面活性剤がポリオキシエチレントリスチリルフェニルエーテルリン酸
エステルカリウム塩であることを特徴とする請求項１８又は１９に記載の方法。
【請求項２１】
水難溶性の農薬の有効成分化合物が、水難溶性の殺菌剤の有効成分化合物である請求項１
６～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
水難溶性の殺菌剤の有効成分化合物が、シアゾファミドである請求項２１に記載の方法。
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